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宮崎市ひきこもり支援事業 業務公募型プロポーザル実施要領

１ 目的

本事業は、ひきこもり支援のための体制を整備し、ひきこもり状態にある当事者やその家族を支

援し、ひきこもり状態にある当事者の社会参加を促進し、当事者及びその家族の福祉の増進を図る

ことを目的とする。

２ 業務の概要

（１）名称：宮崎市ひきこもり支援事業

（２）場所：宮崎市自立相談支援センター「これから」

（３）内容：別紙『宮崎市ひきこもり支援事業業務委託仕様書』のとおり

（４）履行期間：令和６年１０月１日から令和８年３月３１日まで

（５）提案限度額 １７，９６８，５００円（消費税及び地方消費税を含む）

※なお、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、業務委託仕様書の内容に係る予算規

模を示したものです。受託候補者の決定後、提案内容に基づき、改めて仕様書を定め、見積書の

提出を求めます。

３ プロポーザル方式により受託候補者を選定する理由

価格のみによる競争では、目的を達成できない法人が選定されるおそれがあることから、専門的

な知識・経験を有する法人からの提案を受け評価し、受託候補者を選定するため。

４ プロポーザル方式及びその理由

広く提案を受ける必要があることから「公募型」とする。

５ 業務スケジュール（予定）

（１）公募開始日 令和６年６月１２日（水）

（２）資格審査確認書（１次審査書類）の提出期限 令和６年７月５日（金）

（３）質問の締切日 令和６年７月１０日（水）

（４）参加資格確認結果通知日 令和６年７月１２日（金）

（５）企画提案書（２次審査書類）の提出期限 令和６年７月１６日（火）

～令和６年７月３１日（水）

（６）プレゼンテーション 令和６年８月３０日（金）

（７）審査結果通知 令和６年９月６日（金）

（８）契約締結日 令和６年９月中旬

※ただし、各実施日については、事務の都合等により変更の可能性あり。
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６ 委託見積の上限額

（１）本業務の見積上限額

１７，９６８，５００円（消費税及び地方消費税相当額を含む）

（２）年度毎の見積上限額（消費税及び地方消費税相当額を含む）

※なお、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、業務委託仕様書の内容に係る予算

規模を示したものです。受託候補者の決定後、提案内容に基づき、改めて仕様書を定め、見積書

の提出を求めます。

（３）契約保証金

宮崎市財務規則（平成元年規則第１号）第１０５条の規定による。

７ 事業担当課（各種書類の提出先）

【書類の提出先】

〒８８０－８５０５ 宮崎市橘通西１丁目１番１号

宮崎市 福祉部 社会福祉第一課 自立就労支援係（第２庁舎２階）

担当：児玉・中原（亜）

電話：０９８５－２７－１７７５（直通） ファクス：０９８５－３１－９６６３

メール：10jiritsu＠city.miyazaki.miyazaki.jp

８ 応募資格

本事業への応募資格を有する者は次の各号に掲げる全ての要件を満たす宮崎市内に事業

所又は営業所等を有する法人であって、当該事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施するこ

とができる者とする。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

（２）法人及び法人の代表者が、宮崎市税及び国税を滞納していないこと。

（３）宮崎市物品売買等の契約に係る指名停止等の措置に関する要綱（平成８年２月７日告示

第１９号）及び宮崎市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要綱（平成６年１１月２

８日告示第１９８号）に基づく指名停止措置期間中にある者でないこと。

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこ

と。いずれかの申立ての事実がある者にあっては、当該申立てに基づく更生手続開始の決定

又は再生手続開始の決定がなされていること。

（５）会社法（平成１７年法律第８６号）の規定に基づく清算の開始又は破産法（平成１６年法律第７

５号）の規定に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。

（６）法人の代表者等（非常勤を含む役員及び経営に事実上参加している者。以下同じ。）に破産

者、法律行為を行う能力を有しない者、又は現に禁錮以上の刑に処せられている者がいない

こと。

令和６年度 ５，９０８，１００円

令和７年度 １２，０６０，４００円

合 計 １７，９６８，５００円
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（７）法人の代表者等が、次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。

①代表者等が暴力団関係者（宮崎市暴力団排除条例（平成２３年条例第４７号）第２条第３号

に規定する者。以下同じ。）である。

②代表者等が暴力団関係者を使用している。

③代表者等が暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与えている。

④代表者等が暴力団関係者と交際等を有している。

※本市と宮崎県警察本部との間で締結した「宮崎市が暴力団排除措置を講ずるための連携に

関する協定書」に基づき、提出された代表者等の名簿をもとに照会を行い、該当するか否かを

確認します。

（８）政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条第１項に規定する政治団体に該当する者で

ないこと。

（９）宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定する宗教団体に該当する者でないこと。

９ 実施要領・仕様書等の交付

（１）交付期間

令和６年６月１２日（水） ～ 令和６年７月５日（金）

（ただし、窓口交付は開庁日の午前８時３０分～午後５時１５分）

（２）交付場所

前記７の事業担当課

※実施要領・仕様書等は、宮崎市ホームページからもダウンロードすることができます。

１０ 資格審査確認書類（１次審査書類）の提出

（１）提出書類

当事業に応募される法人は次の書類を各１部提出し、参加資格の審査を受けてください。

①参加申込書 《様式第１号》

②定款、規約又はこれらに準ずる書類

③法人の概要

④代表者等の氏名・住所等一覧表 《様式第２号》

⑤履歴事項全部証明書（商業・法人登記簿謄本）

（発行後３か月以内の原本）

⑥誓約書（兼承諾書） 《様式第３号》

⑦法人の宮崎市税及び国税の滞納無（未納税額のない）証明書（納税義務がない場

合は提出不要）

（２）提出期間

令和６年６月１２日（水） ～ 令和６年７月５日（金）

（持参の場合は、開庁日の午前８時３０分～午後５時１５分）

（３）提出場所

前記 7の事業担当課
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（４）提出方法

①持参の場合

令和６年７月５日（金）午後５時１５分までに持参

②郵送の場合

配達証明付き書留郵便にて令和６年７月５日（金）までに必着

※郵送にて提出した場合は、担当まで必ず提出確認のため電話連絡を行ってくださ

い。

（５）留意事項

提出期限までに上記（１）の書類を提出しなかった法人は、企画提案書を提出すること

ができません。

１１ 実施要領・仕様書等の内容に関する質問の受付と回答

（１）質問の受付

実施要領・仕様書等の内容に関する質問を次のとおり受け付けます。

①受付期間 令和６年６月１２日（水） ～ 令和６年７月１０日（水）

②提出方法

質問書《様式第 4号》に記入の上、前記７の事業担当課宛にファクス又は電子メール

に添付して提出ください。電子メールの場合、タイトルは「【公募事業質問】○○（法人

名）」としてください。（必ず事務局へ着信確認の連絡を行ってください。）

（２）質問に対する回答

本市のホームページに随時掲載し、個別には回答しません。

１２ 参加資格（一次審査）確認結果の結果通知

参加資格の審査結果について、参加業者に対し「参加資格要件確認結果通知書」を送付します。

１３ 企画提案書（２次審査書類）の提出

前記１０のとおり資格審査確認書を提出された法人（以下「提案事業者」という。）は、下記（５）

「企画提案書記載事項」を参考に企画提案書を作成し、ご提出ください。

（１）提出書類

企画提案書１０部（正本１部・副本９部）

（正本１部には提案事業者名を記載すること。副本９部については、提案事業者名や提

案事業者が類推・特定できる部分を消して作成すること。なお、業務従事者等の個人

名は記載しないこと。）

（２）提出期間

令和６年７月１６日（火） ～ 令和６年７月３１日（水）

（持参の場合は、開庁日の午前８時３０分～午後５時１５分）

（３）提出場所

前記７の事業担当課
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（４）提出方法

①持参の場合

令和６年７月３１日（水）午後５時１５分まで

②郵送の場合

配達証明付き書留郵便にて令和６年７月３１日（水）までに必着

③電子データの場合

令和６年７月３１日（水）午後５時１５分までに下記メールアドレスに PDF データにて送付

【メールアドレス：10jiritsu@city.miyazaki.miyazaki.jp】

※郵送・電子データにて提出した場合は、担当まで必ず提出確認のため電話連絡を行

ってください。

（５）企画提案書記載事項

別紙「宮崎市ひきこもり支援事業 業務委託仕様書」に基づき、創意工夫ある提案を求める

ものとします。

なお、企画提案書は縦Ａ４版・横書きで記載することとします。記載事項として、以下の①

～④は必須とします。

①基本的な方針について

・事業に関する基本的な方針、提案内容の特徴

・支援対象者との信頼関係構築のためのプロセスや手法について

・本市の職員や本市が実施する「生活困窮者自立相談支援事業」、「生活困窮者等就労

準備支援事業」、「子どもの居場所づくり事業」「生活困窮者等家計改善支援事業」との連

携等について

・ひきこもり支援事業についての広報、周知方法

②組織体制・運営体制

・本事業の運営体制（指揮系統、責任体制、委託契約や経理事務を担当する体制を含

む）及び法人内のバックアップ体制。

・これまで、国・地方公共団体等から受託した類似業務の契約実績、その他独自で取り組

んでいる類似業務での実績等。

・情報セキュリティ基本方針、支援の個人情報を適切に管理する体制及び方法等。

・支援員の資質向上への取組みについて

・従事者の経験年数やこれまでの実績及び資格等（資格要件は以下のとおり）

・常勤の相談支援員（社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、公認心理師、臨床心理士等

の資格を有する者、または、これらの有資格者と同等※の相談業務等を行うことができる者）

を２人以上配置し、その内１人はひきこもり支援コーディネーターとする。

（※同等とは市区町村・福祉施設・医療機関・学校・フリースクール等にて過去１年以上、支援

の経験がある者とする）
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③業務内容

・ひきこもり状態にある当事者やその家族への支援について、十分な知識や経験を有す

る支援員が、寄り添った相談を行う方法について

・当事者やその家族の意思を確認しながら、信頼関係を構築し、「繋がり続ける支援」 を

行うことについて

・支援の行き詰まりや、困難ケース時には、協議のできるような庁内外のネットワーク

を日頃から構築し、ケース会議等で連携しながら長期にわたる支援を行っていくこと

について

④積算見積

・人件費や諸経費等の積算の内訳・根拠

（６）企画提案書が無効になる場合

次のいずれかに該当する企画提案は無効とします。

・企画提案書等提出書類に虚偽の記載を行った者による提案

・前記６に示す委託見積の上限額を超える提案

・提出期間内に所定の書類を提出しなかった場合

・その他、企画提案に関する条件に違反した提案

・プレゼンテーションに参加しなかった場合

（７）提出後の辞退

参加申込書の提出後、本公募への参加を辞退する場合は、「辞退届」《様式第５号》に提案

事業者の事業所の所在地、法人名、代表者の職・氏名を記載の上、１部提出してください。

（８）その他

・企画提案書は、１者につき１案とします。

・企画提案に係る費用は、提案事業者の負担とします。

・提出書類は返却しません。

・提出期限後の提案書の提出、提案書の差し替え、再提出は認めません。ただし、市か

ら指示があった場合を除きます。

・提出された企画提案書等は、参加資格の確認及び受託候補者の選定以外の目的で、

提案事業者に無断で使用することはありません。

・採用された企画提案書等は、宮崎市情報公開条例（平成 14年条例第 3号）に基づく公

文書公開請求の対象となる場合があります。

１４ 審査の方法及び選考基準等

（１）審査方法

提出された企画提案書をもとに、業者選定のために組織されたメンバーで構成する選定委

員会において書類審査及びプレゼンテーション審査を実施し、選定委員会に出席した委員の

過半数によって優先交渉権者を選定します。

また、次点交渉権者も併せて選定します。ただし、選定委員の合計得点が４２０点未満



- 7 -

（７００点満点）である場合は、優先交渉権者として選定しないものとします。

企画提案者が、１者のみであっても、プレゼンテーション審査を実施し、４２０点未満の場合

は、優先交渉権者として選定しないものとします。

プレゼンテーションの実施は令和６年８月３０日（金）を予定していますが、詳細は応募事業

者に別途通知します。

また、説明時間は質疑応答を含め３０分程度（プレゼン２０分、質疑応答５～１０分）を予定

しており、プレゼンテーションに用いる資料は、事前に提出された企画提案書のみとします。

当日、県外からの参加や会場へ来られることが難しい場合などで、オンラインでのプレゼ

ンテーションを行いたい場合は、２次審査書類提出期日（令和６年７月３１日）までに事業

担当課（各種書類の提出先）に、その旨のご連絡をいただきますようお願いします。

（２）選考基準

採点項目 評点

①基本方針につ

いて（２０点）

業務目的及び仕様内容を理解した基本方針が策定され

ているか。

５点

当事者や家族の意思を確認しながら支援を行い、信頼関

係構築を図るためのプロセスや手法が示されているか。

１０点

本市や本市が実施する他事業、県や他の支援団体との

連携について、具体的な方針や取組みが考えられている

か。

１０点

広報・周知方法が示されているか。 ５点

②組織体制・

運営体制

（２０点）

提案事業者が業務実施に必要な組織体制・運営体制及

び支援員のスキルアップ支援体制を有しているか。

１０点

提案事業者の類似業務での実績はどの程度あるか ５点

情報セキュリティ、個人情報保護への取組みは十分か。 ５点

類似の相談や支援の経験年数があり、当該業務に関連し

た資格や講習受講歴等を有した支援員の従事としている

か。

５点

③業務内容

（２０点）

家族や当事者と繋がり続ける支援についての具体的な方

法について提示されているか。

１０点

居場所の提供や当事者会・家族会の開催について、具体

的な取り組みについて提示されているか。

１０点

支援の行き詰まりや、困難ケースを想定し、ネットワークを

構築・活用する方法やケース会議の開催、連携方法につ

いて提示されているか。

１５点

ひきこもり当事者及び家族への支援について理解し、知

識が豊富であるか。

５点

④積算見積書

（５点）
業務内容に対して積算内訳が適切であるか。 ５点

合 計 １００点
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（３）その他

次に掲げるいずれかに該当した場合には、失格とする。

①正当な理由なくプレゼンテーション開始時間までに来庁しなかった場合

②審査の公平性を害する行為があったと本市が認める場合。

１５ 選考結果通知と契約締結

（１）選考結果の通知

全ての提案事業者に対して、文書によりお知らせします。また、選考結果通知日の翌営業

日以降に、選考結果（優先交渉権者の名称及び点数、優先交渉権者以外の点数）を本市

のホームページに公表します。

（２）委託契約の締結

①委託契約締結にあたっては、地方自治法や宮崎市財務規則をはじめとする諸規定に基

づいて契約書を作成の上、契約を締結します。

②契約については、事前に委託内容・委託料等について協議のうえ、随意契約により締結

することとします。なお、優先交渉権者との契約が成立しない場合は、次点交渉権者と協

議を行うものとします。

③契約の締結にあたっては、選定された企画提案の内容をそのまま実施することを予め約

束するものではなく、業務委託の詳細について別途協議のうえ、企画提案の内容を一部

変更して契約することがあります。

１６ 留意事項

（１）本事業は国の交付金を活用した補助事業であり、会計検査院の実地検査等の対象となる

場合があります。

（２）本事業の取組みや成果については、広報紙など宮崎市の各種広報媒体で公開する場合が

あります。

附 則

この要領は、令和６年５月２日から施行し、本業務の契約締結をもって、その効力を失う。

この要領は、令和６年６月１２日から施行し、本業務の契約締結をもって、その効力を失う。


